
12２０１５年９月号

お知らせ

全
国
一
斉
「
高
齢
者
・
障
害

者
の
人
権
あ
ん
し
ん
相
談
」

強
化
週
間

９
月
７
日
か
ら

日
の
期
間
に

１３

お
い
て
実
施
し
ま
す
。

高
齢
者
や
障
害
者
に
対
す
る
暴

行
・
虐
待
、
差
別
等
の
人
権
に
関

す
る
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

の
で
、
お
悩
み
の
方
や
そ
の
ご
家

族
の
方
は
ど
う
ぞ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
。

【
電
話
番
号
】

０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
１
１
０

【
相
談
時
間
】

９
月
７
日
（
月
）
か
ら

日（
金
）

１１

ま
で
は
、
８
時

分
～

時

３０

１９

９
月

日
（
土
）・

日
（
日
）
は
、

１２

１３

時
～

時

１０

１７

■
お
問
い
合
せ

旭
川
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

電
話

０
１
６
６
‐

‐
１
１
１
４
（
直
通
）

３８

借
金
・
金
融
一
般
無
料
相
談
会

北
海
道
財
務
局
の
専
門
の
相
談

員
が
「
借
金
の
悩
み
」「
金
融
問
題
」

に
親
身
に
対
応
し
ま
す
。

ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
予
約
は
不
要
で
す
。

日
時

９
月

日
（
火
）

１５

時
～

時

１３

１５

９
月

日
（
水
）

３０

時
～

時

１０

１２

時
～

時

１３

１５

場
所

旭
川
地
方
合
同
庁
舎

西
館
１
階

■
お
問
い
合
せ

北
海
道
財
務
局

電
話

０
１
１
‐
８
０
７
‐
５
１
４
４

公
証
週
間
の
お
知
ら
せ

月
１
日
（
木
）か
ら
７
日（
水
）

１０
ま
で
は
、
公
証
週
間
で
す
。

公
証
人
は
、
公
証
役
場
に
お
い

て
遺
言
や
大
切
な
契
約
な
ど
の
公

正
証
書
の
作
成
、
会
社
を
設
立
す

る
際
の
定
款
の
認
証
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。

公
証
人
は
、
法
務
大
臣
に
よ
っ

て
任
命
さ
れ
る
公
務
員
で
す
。

「
遺
言
は
公
正
証
書
で
！
」

公
正
証
書
遺
言
は
、
自
筆
遺
言

証
書
の
よ
う
に
裁
判
所
で
の
検
認

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
し
、
原
本
は

公
証
役
場
で
保
存
し
て
い
ま
す
の

で
、
偽
造
・
変
造
や
紛
失
の
心
配

も
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
公
証
人
が
自
宅
や
病
院

へ
出
向
い
て
遺
言
書
を
作
成
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

公
証
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
公
証
役
場
又
は
法
務
局
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
せ

旭
川
公
証
人
合
同
役
場

電
話

０
１
６
６
‐

‐
０
０
９
８

２３

名
寄
公
証
役
場

電
話

０
１
６
５
４
‐
３
‐
３
１
３
１

旭
川
地
方
法
務
局

電
話

０
１
６
６
‐

‐
1
1
4
4

３８

「
全
国
一
斉
！
法
務
局
休

日
相
談
所
」
及
び
「
公
開

講
座
」
を
開
設
し
ま
す

法
務
局
が
取
り
扱
う
登
記
、
戸

籍
・
国
籍
、
供
託
、
人
権
擁
護
、

遺
言
、
公
正
証
書
作
成
に
関
す
る

住
民
の
皆
様
の
疑
問
や
相
談
に
、

法
務
局
職
員
、
人
権
擁
護
委
員
、

司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
及

び
公
証
人
が
お
答
え
し
ま
す
。

ま
た
、「
遺
言
」、「
相
続
登
記
に

つ
い
て
」
に
関
す
る
公
開
講
座
も

同
時
開
催
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
。
事
前
に
電
話
で
予
約
が
必

要
で
す
。

日
時

月
４
日
（
日
）

１０

【
相
談
所
】

時
～

時

１０

１６

【
公
開
講
座
】

「
遺
言
」

時

分
か
ら
１

１０

３０

時
間
程
度

「
相
続
登
記
」

時

分
か

１３

３０

ら
１
時
間
程
度

場
所

旭
川
地
方
合
同
庁
舎

【
相
談
所
】

西
館
１
階

【
公
開
講
座
】
西
館
４
階

■
お
問
い
合
せ

旭
川
地
方
法
務
局
総
務
課

電
話

０
１
６
６
‐

‐
１
１
４
４

３８

☆富良野地域人材開発センター

■優良講習（３０分）

◎９月７日（月）１３時～

◎９月１５日（火）１３時～

◎１０月５日（月）１３時～

◎１０月１５日（木）１３時～

■一般講習（１時間）

◎９月７日（月）１４時～

◎９月１５日（火）１４時～

◎１０月５日（月）１４時～

◎１０月１５日（木）１４時～

■違反講習（２時間）

◎９月２５日（金）１３時～

◎１０月９日（金）１３時～

◎１０月２６日（月）１３時～

■初回講習（２時間）

◎９月１０日（木）１３時～

運転免許更新時講習会

国勢調査は、９月上旬から調査員が各世帯へ訪問し、調査
の依頼に伺います。調査へのご協力をお願いします。

調査は、①インターネット回答（９月１０～２０日）→②イン
ターネット回答がなかった世帯へ調査票が配布され、調査票
での回答という流れになります。
今回の調査にあたり、インターネット回答ができるよう、役場
とトマム支所にパソコンを設置しますので、ご利用ください。
（利用期間９月１０日～２０日の平日のみ 時間８：４５～１７：３０）

■お問い合せ 企画商工課広報担当
電話 ５６‐２１２４

平成２７年１０日１日

国勢調査が実施されます

ニニウキャンプ場の利用状況をお知らせします

※７月利用状況
入場者数 ８０９人
（宿泊 ６１８人 日帰り １９１人）

■お問い合せ
産業建設課農業担当

電話 ５６‐２１７4



13２０１５年９月号

お知らせ
「
法
の
日
」
週
間
を
迎
え
て

月
１
日
は
、「
法
の
日
」
で
す
。

１０
裁
判
所
、
法
務
省
、
検
察
庁
及
び

弁
護
士
会
で
は
、

月
１
日
か
ら

１０

の
一
週
間
を
「
法
の
日
」
週
間
と

し
、
全
国
各
地
で
各
種
行
事
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

月
５
日
（
月
）

時

分
か

１０

１３

３０

ら

時

分
ま
で
、
旭
川
地
方
・

１５

３０

家
庭
裁
判
所
に
お
い
て
、
市
民
講

座
を
開
催
し
ま
す
。
テ
ー
マ
は

「
み
ん
な
で
体
験
！
模
擬
少
年
審

判
」
で
す
。
参
加
希
望
者
は
お
問

い
合
わ
せ
先
ま
で
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。

■
お
問
い
合
せ

旭
川
地
方
・
家
庭
裁
判
所
事
務

局
総
務
課
文
書
係

電
話

０
１
６
６
‐

‐
６
２
５
５

５１

東
京
大
学
北
海
道
演
習
林
神
社

山
自
然
観
察
路
秋
季
一
般
公
開

長
い
冬
を
前
に
紅
葉
の
始
ま
っ

た
秋
の
里
山
を
演
習
林
職
員
に
よ

る
自
然
ガ
イ
ド
で
一
緒
に
散
策
し

ま
せ
ん
か
？

日
時

月
４
日
（
日
）

１０９
時
～
・

時
～

１３

※
午
前
、
午
後
と
も
に
同
じ
内

容
で
、
そ
れ
ぞ
れ
２
時
間
程
度

行
い
ま
す
。

場
所

東
京
大
学
北
海
道
演
習

林
神
社
山
自
然
観
察
路

（
富
良
野
市
東
山
）
の
一
部

集
合
場
所

樹
海
中
学
校
駐
車
場

参
加
費

無
料

定
員

各

名
（
先
着
順
）

２０

■
お
問
い
合
せ
・
お
申
込
み

東
京
大
学
北
海
道
演
習
林

電
話

‐
２
１
１
１

４２

業
務
改
善
助
成
金
の
お
知

ら
せ

「
事
業
場
内
最
低
賃
金
（
８
０
０

円
未
満
）
の

円
以
上
の
引
上
げ
」

４０

と
「
労
働
能
率
向
上
の
た
め
の
業

務
改
善
」
を
併
せ
て
行
っ
た
中
小

企
業
へ
、
業
務
改
善
に
要
し
た
費

用
の
１
／
２
（

人
以
下
の
事
業

３０

場
は
３
／
４
）
を
助
成
し
ま
す
。

（
上
限
額
あ
り
）

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
先
ま

で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
せ

厚
生
労
働
省
北
海
道
労
働
局
賃

金
課

電
話

０
１
１
‐
７
０
９
‐
２
３
１

１
（
内
線
３
５
３
４
）

中
退
共
で
つ
く
ろ
う
！

会
社
の
退
職
金
制
度

中
退
共
は
国
が
サ
ポ
ー
ト
す
る

中
小
企
業
の
た
め
の
退
職
金
制
度

で
す
。（
解
散
存
続
厚
生
年
金
基
金

か
ら
の
移
行
先
の
一
つ
で
す
。）

【
国
の
制
度
だ
か
ら
安
心
】

新
規
加
入
や
掛
金
を
増
額
す
る

場
合
、
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成

し
ま
す
。

【
掛
金
は
全
額
非
課
税
】

掛
金
は
全
額
非
課
税
で
、
手
数

料
も
か
か
り
ま
せ
ん
。

【
社
外
積
立
で
管
理
も
簡
単
】

納
付
状
況
や
退
職
金
試
算
額
を

事
業
主
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
パ
ー
ト
の
方
も
ご
加
入
い
た
だ

け
ま
す
。

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
お
問
い
合
せ

（
独
）
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

電
話

０
３
‐
６
９
０
７
‐
１
２
３
４

興
小
野
貞
子
さ
ん
（
字
上
ト
マ
ム
）

か
ら
、
亡
夫
（
故
小
野
辰
雄
さ

ん
）
の
香
典
返
し
を
廃
し
、
心

温
ま
る
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。社

会
福
祉
法
人

占
冠
村
社
会
福
祉
協
議
会

興
久
我
正
志
さ
ん
（
字
中
ト
マ
ム
）

か
ら
、
亡
母
（
故
久
我
二
三
子

さ
ん
）
の
香
典
返
し
を
廃
し
、

心
温
ま
る
ご
寄
付
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

社
会
福
祉
法
人

占
冠
村
社
会
福
祉
協
議
会

■入 居 資 格

次の条件を満たす方が申し込むことができます。

●占冠村にお住まいの方、村外から移住される方。

●月収が１５万８０００円以下の方。

（例えば、給与収入者で扶養家族がある場合、源泉

徴収票の給与所得控除後の金額から同居扶養控除

等の金額を引き、残りの額を１２ヶ月で割った金額

が１５万８０００円以下の方）

※単身の方でも入居できます。

※連帯保証人が２名必要です。

★入居者と同等または同等以上の収入のある方。

■家 賃 入居される世帯の収入等に応じて決

定されます。

■入居可能日 概ね１０月１日（木）

■入 居 決 定 入居者選考委員会の審査によりま

す。

■申込受付場所 産業建設課建築担当

トマム支所

村営住宅入居者募集のご案内

ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご
厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚
志志志志志志志志志志志志志志志志志志志志志志
にににににににににににににににににににににに

ご
厚
志
に

感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感
謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
しししししししししししししししししししししし
まままままままままままままままままままままま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

感
謝
い
た
し
ま
す
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

●受付期限９月１5日（火）募集団地

２戸●トマム地区３戸●中央地区
○第２トマム団地○第２美園団地

３ＬＤＫ １戸３ＬＤＫ ２戸

○みなし特公賃住宅※○第２千歳団地※

３ＬＤＫ １戸４ＬＤＫ １戸

皆様の入居をお待ちしています

■お問い合わせ 産業建設課建築担当

察５６－２１７２

※第２千歳団地・みなし特公賃住宅は、所得基準
が異なります。詳しくは、産業建設課建築担当へ
お問合わせください。


